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平成 30年度 重点広報計画の策定について 

 

このたび、市民の市政への理解を促進するとともに、市政への参画や制度の活用により、市政の充実を

実感していただくため、平成 30 年度の重点広報計画を策定いたしました。 

本計画は、「平成 30 年度 市政運営の基本方針」に基づき、次のとおりテーマを設定し、平成 29 年９

月 13 日付、「平成 30 年度重点広報計画の策定に向けた資料の作成について（依頼）」におきまして、各

所属からご提出いただきました広報スケジュールをもとに策定しています。 

今後、次の事業について、関係所属と調整・連携し、計画的かつ効果的な情報発信を進めてまいります

ので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１ 対象とするテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対象となる事業および広報計画 

 別紙のとおり                      

・都市魅力の向上など ・2025万博の誘致 ・2019年 G20大阪サミットの開催  

・安全・安心や、真に支援を必要とする方々への

福祉サービスなど 

・「子どもの教育・医療 無償都市大阪」の実現

に向けた施策など 

府市一体となった成長の実現 

市民サービスの拡充 

暮らしを守る安全や福祉等の向上 

子育て・教育環境の充実 

担当：髙橋、坂本  電話：6208-7252 

副首都・大阪の確立に向けた取組みの推進 

・総合区制度、特別区制度など 


